
　
児
童
虐
待
は
、
子
ど
も
に
対
す

る
重
大
な
人
権
侵
害
で
あ
り
、
次

の
よ
う
な
行
為
が
あ
り
ま
す
。

〇
身
体
的
虐
待
…
殴
る
・
蹴
る
・

叩
く
・
投
げ
落
と
す
・
激
し
く
揺

さ
ぶ
る
・
や
け
ど
を
負
わ
せ
る
な
ど

〇
性
的
虐
待
…
子
ど
も
へ
の
性
的

行
為
・
性
的
行
為
を
見
せ
る
・
ポ

ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
の
被
写
体
に
す
る

な
ど

〇
ネ
グ
レ
ク
ト
…
家
に
閉
じ
込
め

る
・
食
事
を
与
え
な
い
・
ひ
ど
く

不
潔
に
す
る
・
自
動
車
の
中
に
放

置
す
る
・
重
い
病
気
に
な
っ
て
も

病
院
に
連
れ
て
い
か
な
い
な
ど

〇
心
理
的
虐
待
…
言
葉
に
よ
る
脅

し
・
無
視
・
き
ょ
う
だ
い
間
で
の

差
別
的
扱
い
・
子
ど
も
の
目
の
前

で
家
族
に
対
し
て
暴
力
を
ふ
る
う

な
ど

　
こ
う
し
た
虐
待
は
、
そ
れ
ぞ
れ

が
複
雑
に
絡
み
あ
っ
て
起
こ
る
場

合
も
あ
り
ま
す
。

通
告
・
相
談
を
す
る
意
味

　
子
育
て
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時

期
ご
と
に
異
な
っ
た
大
変
さ
が
あ

り
、
周
囲
の
支
え
を
必
要
と
し
て

い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し

た
家
庭
に
適
切
な
支
援
が
差
し
伸

べ
ら
れ
ず
、
痛
ま
し
い
児
童
虐
待

に
至
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

　
令
和
５
年
度
に
全
国
の
児
童
相

談
所
が
児
童
虐
待
と
し
て
対
応
し

た
件
数
は
約
22
万
５
０
０
０
件（
こ

ど
も
家
庭
庁
）。
前
年
度
よ
り
約

１
万
件
の
増
加
で
過
去
最
多
で
す
。

　
児
童
虐
待
が
疑
わ
れ
る
場
合
、

児
童
相
談
所
や
市
の
担
当
窓
口
に

通
告
す
る
こ
と
は
、「
児
童
虐
待

の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
」

「
児
童
福
祉
法
第
二
十
五
条
」に

規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
通

告
・
相
談
し
た
人
や
そ
の
内
容
に

関
す
る
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。
通

告
・
相
談
し
た
人
が
責
め
ら
れ
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
関
係
機
関
が
通
告
・
相
談
を
受

け
た
際
の
家
庭
訪
問
時
の
第
一
声

は
、「
何
か
お
困
り
の
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
か
？
」で
す
。
何
も
聞

か
ず
に
児
童
を
保
護
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
重
大
な
事
態
に
至

る
前
に
、
必
要
な
支
援
を
行
な
う

こ
と
を
第
一
に
考
え
て
い
ま
す
。

迷
っ
た
ら
ま
ず
相
談

　
子
育
て
の
当
事
者
で
あ
る
保
護

者
は
も
ち
ろ
ん
、
周
囲
の
人
が
勇

気
を
も
っ
て
声
を
出
す
こ
と
が
、

悩
ん
で
い
る
保
護
者
や
子
ど
も
た

ち
を
救
う
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

迷
っ
た
ら
、
次
の
相
談
窓
口
に
連

絡
を
し
て
く
だ
さ
い
。
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０
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８
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の
相
談
L
I
N
E

（
下
記
２
次
元
コ
ー
ド

読
み
取
り
）▽
藤
岡
警
察
署（
☎

㉒
０
１
１
０
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問
い
合
わ
せ　
生
涯
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〜
子
ど
も
の
人
権
〜

相談 日時 会場 予約 問い合わせ

法律相談 ６日㈮・19日㈭・26日㈭
午後１時～４時

市役所本庁舎
26日は地域づくりセ
ンター鬼石

下記期日から電話またはふじ
おか電子申請受付システム（右
記２次元コードを読み取り）
で予約
▷ ６日＝２月20日㈮
▷19日＝３月 ５日㈭
▷26日＝３月12日㈭ 地域づくり課

（☎402211）

行政相談 11日㈬・18日㈬・19日㈭
午後２時～４時

市役所本庁舎
19日は地域づくりセ
ンター鬼石

当日会場へ（予約不要）

人権相談 13日㈮・27日㈮
午後１時～３時 市役所本庁舎 当日会場へ（予約不要）

心配ごと相談 11日㈬・25日㈬午後１時～４時 総合学習センター北棟 当日会場へ（予約不要）
市社会福祉協議会
（☎㉒5647）ボランティア

相談
毎週月～金曜日、14日㈯
午前８時30分～午後５時 総合学習センター南棟 予約不要▷相談方法＝電話・面談

青少年相談

毎週月～金曜日
午前９時～午後４時 青少年センター

（教育庁舎内）

予約不要
▷相談方法＝電話・面談・LINE
（アカウント名：藤岡市青少年
センター）

青少年センター
（☎㉔4150）毎週土・日曜日

午後１時～４時

教育相談 毎週火・木・金曜日
午前９時～午後４時

教育研究所
（教育庁舎内）

予約不要
▷相談方法＝電話・面談

教育研究所
（☎㉓9801）

家庭児童相談毎週月～金曜日午前９時～午後４時
複合施設ふじまる
子育て・健康センター

予約不要
▷相談方法＝電話・面談

子育て応援課
（☎507805）

　当院は、地域医療支援病院として地域の皆
さんにとって安心・安全な医療を提供すると
ともに、24時間体制で救急患者さんの受け入
れや災害発生時の医療体制の中核となる役割
を担っています。
　当院の各診療科をはじめとした詳しい紹介
については、公式Instagramや、広報誌「ささ
えあい」にて特集していますので、ぜひご覧
ください！

地域住民から信頼される医療を目指して

▲公立藤岡総合病院
ホームページ

▲公立藤岡総合病院
公式Instagram▲広報誌「ささえあい」

ホームページからご覧ください

報告会は､ 林業や過疎地域などで抱
えている課題の克服に向けて、隊員一
人一人がどのように感じ行動してきた
か､ リアルな情報を共有する機会にな
りました｡ また、隊員達が語る将来の
夢に対し、共感と感動を醸成する空間
ともなりました。
　地域おこし協力隊は､ これからも地
域の魅力や潜在する可能性を市内外へ
発信し､ 活動の輪を広げていきます。
そして、人と人、町と町をつなぐ活動
を着実に積み重ね､ 地域の発展に向け
て活動していきます。

　市で初めてとなる地域おこし協力隊の活動報告会を開
催しました｡ 現役隊員と経験者が登壇し､ 来場者の前で
それぞれの思いや挑戦､ これまでの歩みを報告しました｡

地域おこし協力隊
　　　星野　貴男
問い合わせ　鬼石振興課（☎523111）

協
力
隊
の
活
動

は
こ
ち
ら

考考
え
る
え
る

人
権
をを

　日常生活に関する悩み事、困り事の相談を無料で受けます。相談員は各分野の専門家で、秘密
は厳守します。

ったときの３月の無料相談困

「10年、20年先の都市環境を創造するまちづくり」を
テーマとした藤岡市の施策を紹介します。

問い合わせ　公立藤岡総合病院（☎㉒3311） 『地域おこし
活動報告会』

地域の皆さんの安心を守ります！

広報ふじおか　令和８年２月号27 広報ふじおか　令和８年２月号 26


